
第 3 期滋賀県河川整備５か年計画（素案）の策定について 

 

１ 河川整備計画と滋賀県河川整備５か年計画  

 

滋賀県河川整備５か年計画は、概ね２０年間の河川整備計画の実施内容から、河川の状

況を踏まえ、治水対策を計画的に進めるため、５年間に実施する河川整備事業の内容を土木

事務所ごとに取りまとめるもの。（図１ 参照） 
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２  当計画に位置付ける区間  

 

（１）整備実施区間  （別添図面の     ） 

・令和 6 年度から令和 10 年度までの５年間に河川整備を実施する区間 

 

 （2）事業準備区間 （別添図面の     ） 

 ・河川整備計画の見直しや他事業の進捗状況および地元との調整等を考慮して整備

を検討し、実施する可能性がある区間  

 

 （３）堤防強化対策区間 （別添図面の     ） 

   ・河川整備が進まない河川において、堤防の質的強化を図る区間 

 

 

 

 

・法定計画（河川法第16条の２） 

・圏域ごとに策定（県内を概ね流域単位で７圏域に区分） 

・概ね20年間の整備目標と内容 

 ・整備の進捗状況等に応じて圏域ごとに変更 

[ 法定計画 ]河川整備計画 

・任意計画 

・全県域が対象(７事務所＋１支所分) 

・５年間の整備実施内容 

・５年ごとに策定 

 

 
第１期：平成 26 年３月策定（H26～H30） 

第２期：平成 31 年３月策定（H31～R５） 

第 3 期：令和６年３月策定予定（R6～R１０） 

 

滋賀県河川整備５か年計画 

土木交通・警察・企業常任委員会 資料 9 
令 和 ５ 年 ( 2 0 2 3 年 ) 1 0 月 5 日 
土木交通部  流域政策局  河川・港湾室 

図１ 河川整備５か年計画の位置付け 
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３  第２期計画の実績  

 

〇完了区間延長 計画： 10ｋｍ（令和元年度～令和５年度） 

 実績： 9.4ｋｍ（令和４年度末現在） 

（残り 0.6ｋｍであり、目標は達成できる見込み。） 

 

 

４  第３期計画の目標（案）  

 

 〇完了区間延長  １２km  （第２期計画：＋２ｋｍ） 

 

 

 

５ 第３期計画策定にかかる今後の予定  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

計画（案）の策定 

計画（素案）の策定 

計画の策定・公表（令和６年３月） 

市町長への意見照会 

土木交通・警察・企業常任委員会 

へ報告（令和 6 年２月） 

 
土木交通・警察・企業常任委員会 

へ報告（令和５年 10 月 5 日）

[２月定例会議] 

[９月定例会議] 

 図２ 第３期計画策定フロー図 

土木交通・警察・企業常任委員会 

で報告済（令和５年７月７日）

[６月定例会議] 

【今回】 
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「第３期滋賀県河川整備５か年計画（素案）」 
（2024 年度～2028 年度） 
 

 
 

 

 

１．大津土木事務所管内 

２．南部土木事務所管内 

３．甲賀土木事務所管内 

４．東近江土木事務所管内 

５．湖東土木事務所管内 

６．長浜土木事務所・木之本支所管内 

７．高島土木事務所管内 

 

 

 

 

 

2024 年 3月 

滋 賀 県 
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■河川整備５か年計画は、河川管理者である県が河川の現状を踏まえ、治水対策を計画的に進

めるため、５年間に実施する河川整備事業の内容を取りまとめるものです。 

ただし、次の事業は、５か年計画に関わらず必要に応じ取り組みます。 

①災害復旧事業 

②補修・修繕など緊急的に対応すべき事業 

③今後新たに対策が必要となる局所的な改修など小規模な事業（全体事業費が５億円  

未満） 

④維持管理事業（すべての河川が対象。地先の安全度マップで想定浸水深が大きい区域

に係る河川においては、重点的に必要な対策を実施。） 

 

 

■当計画に位置付ける区間 

１）整備実施区間 

2024 年度から 2028 年度までの５年間に河川整備を実施する区間です。 

 

２）事業準備区間 

河川整備計画の見直し、予算の確保状況、他事業の進捗状況および地元との調整状況等を考

慮して整備を検討し、事業を実施する可能性のある区間です。 
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第2期計画　事業概要 第3期計画　事業概要（素案）
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第2期計画　区間位置図 第3期計画　区間位置図（素案）
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